
主
な
質
問
と
回
答

犯
罪
被
害
者
等
支
援
条
例
制
定

議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関

す
る
条
例
改
正

常
勤
の
特
別
職
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

改
正

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
改
正

和
解
お
よ
び
損
害
賠
償
の
額
を
定
め
る
こ
と

に
つ
い
て

平
成
30
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
６
号
）

●
人
事
院
勧
告
に
伴
う
人
件
費

●
損
害
賠
償
金　
　
　
　
　
　
　
　

５
万
円

●
営
農
組
織
支
援
推
進
事
業　
　
　

49
万
円

●
工
場
等
設
置
奨
励
金　
　
　
　
　

21
万
円

※
審
査
の
結
果
、
全
員
一
致
で
原
案
ど
お
り

　

承
認
し
ま
し
た
。

常
任
委
員
会
審
査
報
告

【
12
月
7
日 

午
後
１
時
30
分
か
ら
開
催
】

総
務
産
建

主

な

審

査

項

目

【
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条
例
】

Ｑ　

犯
罪
と
は
具
体
的
に
。

調
整
監　

人
の
生
命
又
は
身
体
を
害

す
る
罪
に
当
た
る
行
為
で
す
。
代
表

的
な
も
の
と
し
て
、
殺
人
や
傷
害
で

す
。

Ｑ　

申
請
に
締
切
や
時
効
は
あ
り
ま

す
か
。

調
整
監　

国
に
は
犯
罪
被
疑
者
の
給

付
金
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
支
援
に
関

す
る
法
律
が
あ
り
ま
す
。
支
給
を
受

け
る
権
利
は
、
２
年
間
行
わ
な
い
と

時
効
に
よ
り
消
滅
し
ま
す
。　

Ｑ　

対
象
者
は
、
安
八
町
民
で
す
か
。

ま
た
は
犯
罪
被
害
に
遭
っ
た
場
所
で

す
か
。

総
務
課
長
補
佐　

町
民
で
あ
る
方
に

限
定
し
て
い
ま
す
。
他
市
町
村
の
方

が
、
安
八
町
で
被
害
に
遭
わ
れ
た
場

合
、
住
所
を
有
す
る
市
町
村
で
支
援

を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

県道間アクセス道路（北方多度線部）整備工事の説明を聞く（中地内）

【
民
間
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
点
検
】

Ｑ　

該
当
す
る
方
へ
の
点
検
結
果
の

通
知
は
。

建
設
課
長　

ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
所
有
者

が
在
宅
で
あ
れ
ば
、
立
ち
会
っ
て
い

た
だ
い
て
職
員
が
検
査
し
、
そ
の
場

で
結
果
を
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
。
不

在
の
場
合
に
は
、
点
検
結
果
を
ポ
ス

ト
等
に
投
函
し
通
知
し
ま
し
た
。

ANPACHI
安八町  議会定例会

【
道
路
の
陥
没
事
故
の
場
所
と
対
応
】

Ｑ　

道
路
の
陥
没
事
故
の
場
所
は
ど

こ
で
す
か
。
対
応
さ
れ
て
い
る
の
で

す
か
。

建
設
課
長　

場
所
は
役
場
の
東
側
道

路
と
ア
ン
ヒ
ル
パ
ー
ク
の
道
路
交
差

点
北
側
で
す
。
応
急
処
置
で
穴
埋
め

を
行
い
ま
し
た
が
、
雨
が
降
る
と
ア

ス
フ
ァ
ル
ト
が
剥は

が
れ
や
す
い
の
で
、

そ
の
都
度
補
修
し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
場
所
は
、
12
月
に
交
差
点
か

ら
東
へ
登
龍
中
学
校
に
向
か
っ
て
ふ

る
さ
と
農
道
を
本
舗
装
で
補
修
し
ま

す
。

　

ま
た
、
町
内
の
道
路
の
陥
没
は
、

職
員
が
通
勤
や
仕
事
で
道
路
を
走
行

中
に
陥
没
等
を
見
つ
け
た
ら
、
速
や

か
に
そ
の
場
所
を
建
設
課
に
報
告
す

る
体
制
に
し
ま
し
た
。
建
設
課
は
報

告
を
受
け
た
後
、
応
急
処
置
を
行
い

ま
す
。
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